
12 被災市町村別農業産出額

【解 説】

ここには、「被災市町村別農業産出額」の概要を収録した。

１ 調査の概要

(1) 作成対象市町村

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく特

定被災地方公共団体のうち、東日本大震災に伴う耕地災害面積割合が30％以上の市町

村、又は津波被災農地の復旧計画を作成する市町村等、各種復興支援対策を進める上

で特に必要と認める市町村とする。

ただし、福島県については、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響に伴い、平

成23年において警戒区域等に指定された市町村を除く。

(2) 推計対象農産物

農業生産部門 品 目 名

米 玄米、くず米等

スイートコーン、えだまめ、さやえんどう、そらまめ(未成熟)、さやいん

果菜類 げん、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン、なす、トマト、いちご、ピ

野 ーマン、にがうり、オクラ、ししとう等

キャベツ、はくさい、非結球つけな、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、に

耕 葉 茎 ら、みつば、しゅんぎく、にんにく、らっきょう、レタス、セルリー、カ

菜 類 リフラワー、ブロッコリー、こまつな、パセリ、アスパラガス、ふき、み

菜 ょうが、わさび、しそ、たけのこ、チンゲンサイ、もやし等

根菜類
だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、れんこん、

しょうが、くわい等

みかん、ネーブルオレンジ、なつみかん、はっさく、いよかん、清見、ポ

果 実
ンカン、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、

うめ、かき、くり、すもも、いちじく、パインアップル、キウイフルー

ツ、ゆず、不知火（デコポン）等

種 麦 類 小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦等

そ 雑 穀 そば等

豆 類 大豆、いんげん、小豆、らっかせい（からつき）等

の いも類 かんしょ、ばれいしょ

切花（チューリップ、きく、ゆり、ばら、カーネーション、トルコギキョ

他 ウ、きんせんか、ストック、りんどう、スターチス、ガーベラ、洋ラン、

花 き カスミソウ、切り葉、切り枝、アルストロメリア等）、球根（チューリッ

耕 プ等）、鉢物類（シクラメン、洋ラン類、観葉植物、花木類等）、花き苗

類（パンジー等）、その他花き（芝等）

種 工芸農作物 なたね、さとうきび、てんさい、こんにゃくいも、葉たばこ、茶（生葉）、い等

その他 庭園樹苗木、街路樹苗木、山林用苗木等（販売したもの）、植物生長等

肉 用 牛 肉用牛（子牛、育成牛、和牛、乳用おす牛等）

畜 乳 用 牛 生乳、乳用牛、乳廃牛

豚 肉豚、子豚（他市町村へ販売したもの）

産
鶏 鶏卵（正常卵）、ブロイラー、廃鶏等

その他畜産物 馬、軽種馬、めん羊、やぎ、はちみつ、うずら卵等

加 工 農 産 物 かんぴょう、干がき、かんしょ切干、荒茶、畳表等
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(3) 作成の対象範囲及び期間

被災市町村別農業産出額を作成する農業の範囲は、日本標準産業分類に掲げる「中分

類01-農業」のうち「小分類013-農業サービス業（園芸サービス業を除く。）」及び

「小分類014-園芸サービス業」を除いた事業所から生産された農産物（山林用苗木を

含み、きのこ類の栽培及び蚕種を除く。）及び加工農産物とする。

作成の対象期間は、平成26年１月１日から12月31日までの１年間である。

(4) 作成方法

被災市町村別農業産出額は、当該市町村における個別農産物の生産量にそれぞれの個

別農産物価格（消費税を含む。）を乗じて推計した。

なお、個別農産物の生産量及び価格については、農林水産省統計部が地方組織を通じ

て実施する農畜産物生産量統計、農業物価統計調査、卸売市場統計等の結果及び市町

村、農業団体等からの情報収集によって把握した。
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